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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】汚れの除去性能、洗浄性能、塗料の塗布性能等
に優れたブラシ用毛材を提供すること。
【解決手段】外周面の長手方向に凹部２又は／及び凸部
３を螺旋状に形成した合成樹脂モノフィラメントからな
るもので、ブラシ用毛材１を洗浄用のブラシ等（図示せ
ず）に用いた場合、凹部２又は凸部３が、被洗浄面など
に接触することにより摩擦力がアップするので、汚れを
効率よく掻き出すことが出来ると共に、洗浄液などの液
体が、洗浄時に螺旋状の凹部２や凸部３で保持されるの
で、洗浄性能が向上する。また、ブラシ用毛材１を塗装
用ブラシ（図示せず）に用いた場合、螺旋状の凹部２や
凸部３が塗料を保持するので、塗料の垂れ流しが防止で
きると共に、満遍なく、均一に塗料を塗布することが出
来る。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周面の長手方向に凹部又は／及び凸部を螺旋状に形成した合成樹脂モノフィラメント
からなるブラシ用毛材。
【請求項２】
　螺旋状の凹部又は凸部を連続的又は断続的に配した請求項1に記載のブラシ用毛材。
【請求項３】
　凹部又は凸部を、右捻りと、左捻りと真直ぐ方向の３方向の内、少なくとも二方向以上
の組み合わせで配した請求項１または2に記載のブラシ用毛材。
【請求項４】
　合成樹脂モノフィラメントの太さを均一あるいは不均一とした請求項１～３のいずれか
１項に記載のブラシ用毛材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合成樹脂モノフィラメントからなり、洗浄、清掃、液体の塗布等に用いられ
るブラシに使用されるブラシ用毛材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種のブラシ用毛材の断面形状は一般に丸型であった。しかしこのような断面
形状が丸型のものは、表面積が小さいため、液体や粉体の保持性能が悪く、また、被掃除
面上の塵埃の掻き出し性能も悪かった。
【０００３】
　上記従来の問題を解決するものとして、図５に示すように、断面１６の形状が八葉形で
、且つ繊維軸方向に波形状を有するとともに、少なくとも一端に尖鋭状のテーパー部１７
を形成したブラシ用毛材１５がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、図６に示すように、断面形状が略Ｙ字状のブラシ用毛材２０も考案されている（
例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１３６５２３号公報
【特許文献２】特開２００３－３２５４０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載された従来のブラシ用毛材１５は、断面が丸型のものに比べ、洗
浄液などの液体の保持性能は優れているものの、繊維軸方向に波形状を有しているため、
ブラシ用毛材１５の毛腰が弱く、被洗浄面の汚れの除去性能に劣るという課題があった。
【０００７】
　また、特許文献２に記載された従来のブラシ用毛材２０は、断面が略Ｙ字状になってい
るので汚れの掻き出し性能には優れているものの、長手方向の形状はまっすぐで同一形状
のため、外周に付着した洗浄液が即時に脱落し、洗浄液など液体の保持性能が悪く、洗浄
性能が劣るという課題があった。
【０００８】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、汚れの掻き出し性能及び洗浄液などの液
体の保持性能に優れたブラシ用毛材を提供する事を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記従来の課題を解決するために、本発明のブラシ用毛材は、外周面の長手方向に凹部
又は／及び凸部を螺旋状に形成した合成樹脂モノフィラメントからなるもので、当該ブラ
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シ用毛材を洗浄用のブラシ等に用いた場合、凹部や凸部が、被洗浄面に接触することによ
り摩擦力がアップするので、汚れを効率よく掻き出すことが出来ると共に、洗浄液などの
液体が、洗浄時に螺旋状の凹部や凸部で保持されるので、洗浄性能が向上する。また、ブ
ラシ用毛材を塗装用ブラシに用いた場合、螺旋状の凹部又は凸部が塗料を保持するので、
塗料の垂れ流しが防止できると共に、満遍なく、均一に塗料を塗布することが出来る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のブラシ用毛材は、汚れの掻き出し性能及び洗浄液などの液体の保持性能に優れ
たものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　第１の発明は、外周面の長手方向に凹部又は／及び凸部を螺旋状に形成した合成樹脂モ
ノフィラメントからなるもので、当該ブラシ用毛材を洗浄用のブラシ等に用いた場合、凹
部や凸部が、被洗浄面に接触することにより摩擦力がアップするので、汚れを効率よく掻
き出すことが出来ると共に、洗浄液などの液体が、洗浄時に螺旋状の凹部や凸部で保持さ
れるので、洗浄性能が向上する。また、ブラシ用毛材を塗装用ブラシに用いた場合、螺旋
状の凹部又は凸部が塗料を保持するので、塗料の垂れ流しが防止できると共に、満遍なく
、均一に塗料を塗布することが出来る。
【００１２】
　第２の発明は、特に、第１の発明の螺旋状の凹部又は凸部を連続的又は断続的に配した
もので、凹部又は凸部を連続的に配した場合は、液体を保持できる面が増加するので、液
体の保持性能が向上し、洗浄性能、塗装性能が向上する。又、凹部又は凸部を断続的に配
した場合は、凹部又は凸部によるエッジ部が増えるので、汚れをより効率よく掻き出すこ
とが出来る。
【００１３】
　第３の発明は、特に、第１又は第２の発明の凹部又は凸部を、右捻りと、左捻りと真直
ぐ方向の３方向の内、少なくとも二方向以上の組み合わせで配したもので、凹部又は凸部
のエッジ部がさまざまな個所に存在するようになるので、そのエッジ部が、さまざまな角
度から被洗浄面の汚れに接するようになり、洗浄性能が飛躍的に向上する。
【００１４】
　第４の発明は、特に、第１～３のいずれか一つの発明の合成樹脂モノフィラメントの太
さを均一あるいは不均一としたもので、合成樹脂モノフィラメントの太さが均一の場合、
ブラシの腰が強くなるので、汚れの掻き出し性能が向上する。又、合成樹脂モノフィラメ
ントの太さが不均一の場合は、合成樹脂モノフィラメントの表面積、すなわち汚れとの接
触面積が広がるので、汚れの除去性能が向上すると共に、洗浄液などの液体の保持性能が
向上するので、洗浄性能も向上する。
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１６】
　（実施例１）
　図１（ａ）は、本発明の第１の実施例におけるブラシ用毛材の斜視図を示すもので、ブ
ラシ用毛材１は、全長に渡って太さが略均一で、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリス
チレン等のポリオレフィン系樹脂繊維、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレ
フタレート、ポリトリメチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂繊維、ナイロン６
、ナイロン６６、ナイロン６１０、ナイロン６１２等のポリアミド系樹脂繊維、アクリル
繊維、フッ素繊維、ウレタン繊維、シリコン繊維などの合成樹脂モノフィラメントからな
り、その表面の長手方向に、同図に示すように凹部２が螺旋状に且つ連続的に形成されて
いる。
【００１７】
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　図１（ｂ）は、凹部２の代わりに、凸部３を、ブラシ用毛材１の外周面に、同じく螺旋
状に連続して設けた例を示すものである。
【００１８】
　なお、本実施例のブラシ用毛材１の製法としては、合成樹脂を加熱、溶融紡糸して、所
定温度で、サンドペーパーなどの研磨紙（図示せず）を、繊維の外周面に当てて、凹部２
又は凸部３を形成しながら、且つ捻りながら、その繊維を巻き取るようにすればよい。
【００１９】
　又、押出しと捻りを組み合わせた成型でも可能であり、さらにダイス形状を凹凸形状に
しておけば、同時に凹部２、凸部３を形成することも出来る。
【００２０】
　又、ブラシ用毛材１を形成する合成樹脂モノフィラメントの外径は、０．０５ｍｍ以上
であれば、自由に製造が可能である。
【００２１】
　さらに、螺旋状の凹部２、凸部３のそれぞれの捻り角は、合成樹脂モノフィラメントの
長手方向に対して２０度以下であれば効率的に製造できる。
【００２２】
　又、凹部２の深さは、深いほど、洗浄液などの液体の保持性能が向上するが、深すぎる
と腰が著しく弱くなったり、合成樹脂モノフィラメントの製造時に、それが切断するなど
の問題があるので、合成樹脂モノフィラメントの断面の長径に対して５０％以下に抑える
のが望ましい。
【００２３】
　又、凸部３の高さは、高いほど洗浄液などの液体の保持性能が向上するが、高すぎると
、多数のブラシ用毛材１でブラシを形成したときに、隣り合う凸部３間で液体が保持され
、ブラシ用毛材１からの液体の流出性が著しく悪くなるので、凸部３の高さを、合成樹脂
モノフィラメントの断面の長径に対して５０％以下にするのが望ましい。
【００２４】
　本実施例におけるブラシ用毛材１は、以上のように構成されているので、それを洗浄用
のブラシ等に用いた場合、凹部２又は凸部３が、被洗浄面（図示せず）などに接触するこ
とにより摩擦力がアップするので、汚れを効率よく掻き出すことが出来ると共に、洗浄液
などの液体が、洗浄時に螺旋状の凹部２又は凸部３で保持されるので、洗浄性能が大幅に
向上する。また、本実施例におけるブラシ用毛材１を塗装用ブラシに用いた場合、螺旋状
の凹部２又は凸部３が塗料を保持するので、塗料の垂れ流しが防止できると共に、満遍な
く、均一に塗料を塗布することが出来る。
【００２５】
　又、本実施例では、図１（ａ）、（ｂ）に示すように、凹部２、凸部３を連続的に配し
ているので、液体を保持できる面が増加し、それによって、液体の保持性能が向上し、洗
浄性能、塗装性能を向上させることが出来る。
【００２６】
　又、本実施例では、ブラシ用毛材１を形成する合成樹脂モノフィラメントの太さが略均
一に形成されているので、毛腰が強くなり、汚れの掻き出し性能が向上する。
【００２７】
　なお、上記実施例では、凹部２、凸部３を、それぞれ1条設けた例を示しているが、使
用される洗浄液や塗料の粘性に応じて複数条設けてもかまわない。
【００２８】
　又、図２（ａ）、（ｂ）に示すように、螺旋状の凹部２、凸部３を、ブラシ用毛材１の
外周面に断続的に設けるようにしても良い。この場合は、凹部２又は凸部３のエッジ部が
増えるので、汚れをより効率よく掻き出すことが出来る。
【００２９】
　又、ブラシ用毛材１の凹部２、凸部３を右捻りのみ、或いは左捻りのみにして形成する
ことも可能である。



(5) JP 2008-23205 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

【００３０】
　以上のように、本実施例によれば、凹部２又は凸部３のエッジ部がさまざまな個所に存
在するようになるので、そのエッジ部が、さまざまな角度から被洗浄面の汚れに接するよ
うになり、洗浄性能が飛躍的に向上するものである。
【００３１】
　（実施例２）
　図３は、本発明の第２の実施例におけるブラシ用毛材の斜視図を示すもので、凹部又は
凸部を、右捻りと、左捻りと真直ぐ方向の少なくとも二方向以上の組み合わせで配したも
ので、他の構成、材料は、上記第１の実施例と同一なので、その説明を省略する。
【００３２】
　図３（ａ）は、ブラシ用毛材１の外周面に、左捻りの凹部２と右捻りの凹部２を連続し
て設けた例を示し、図３（ｂ）は、ブラシ用毛材１の外周面に、左捻りの凸部３と右捻り
の凸部３を連続して設けた例を示し、図３（ｃ）は、左捻りの凹部２と直線状の凹部２ａ
と右捻りの凹部２を連続的に設けた例を示し、図３（ｄ）は、左捻りの凸部３と直線状の
凸部３ａと右捻りの凸部３を連続的に設けた例を示している。
【００３３】
　以上のように、本実施例によれば、凹部２又は凸部３のエッジ部がさまざまな個所に存
在するようになるので、そのエッジ部が、さまざまな角度から被洗浄面の汚れに接するよ
うになり、洗浄性能が飛躍的に向上するものである。
【００３４】
　（実施例３）
　図４は、本発明の第３の実施例におけるブラシ用毛材の斜視図である。なお、上記実施
例と同一部分については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００３５】
　本実施例は、図４に示すように、ブラシ用毛材１を形成する合成樹脂モノフィラメント
の太さを不均一にしたもので、これにより、ブラシ用毛材１の表面積、すなわちブラシ用
毛材１の表面と汚れとの接触面積が広がり、汚れの除去性能及び洗浄液などの液体の保持
性能が向上するので、洗浄性能が向上する。
【００３６】
　なお、上記第１～３の実施の形態では、ブラシ用毛材１を形成する合成樹脂モノフィラ
メントの１本の外周面に凹部２又は凸部３のいずれかを設けた例を示したが、特に、それ
に限定されるものではなく、1本の合成樹脂モノフィラメントの外周面に、凹部２と凸部
３の両方を設けても良い。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　以上のように、本発明にかかるブラシ用毛材は、汚れの除去性能、洗浄性能、塗料の塗
付性能等に優れたもので、洗浄ブラシ、洗車ブラシ、ブラシロール、織物、不織布、編物
等の布帛、ハケ、筆など各種用途に広く適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】（ａ）本発明の第１の実施例におけるブラシ用毛材の斜視図、（ｂ）他の例を示
すブラシ用毛材の斜視図
【図２】（ａ）他の例を示すブラシ用毛材の斜視図、（ｂ）他の例を示すブラシ用毛材の
斜視図
【図３】（ａ）本発明の第２の実施例におけるブラシ用毛材の斜視図、（ｂ）他の例を示
すブラシ用毛材の斜視図、（ｃ）他の例を示すブラシ用毛材の斜視図、（ｄ）他の例を示
すブラシ用毛材の斜視図
【図４】本発明の第３の実施例におけるブラシ用毛材の斜視図
【図５】従来のブラシ用毛材の斜視図
【図６】（ａ）従来の他のブラシ用毛材の斜視図、（ｂ）同ブラシ用毛材による掃除作用
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を示す図
【符号の説明】
【００３９】
１　ブラシ用毛材
２、２ａ　凹部
３、３ａ　凸部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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